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「委任と解除」雑感

「
委
任
と
解
除
」
雑
感

─
─
判
例
と
改
正
法
の
距
離
─
─

平
　
　
田
　
　
健
　
　
治

　

債
権
関
係
の
改
正
法
が
成
立
し
た
。
ほ
ぼ
、
判
例
法
に
対
応
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
両
者
の
間
に
は
若
干
の
違
い
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

第
一
に
、
判
例
法
の
転
換
を
象
徴
す
る
最
判
二
小
昭
五
六
・
一
・
一
九
民
集
三
五
巻
一
号
一
頁
が
解
除
不
可
の
要
件
と
し
て
挙
げ
た

解
除
放
棄
事
情
へ
の
言
及
が
な
い
。

　

前
掲
昭
和
五
六
年
判
決
は
、
受
任
者
の
利
益
の
た
め
で
も
あ
る
委
任
に
お
け
る
委
任
者
か
ら
の
解
除
に
つ
い
て
、
委
任
者
が
「
解
除

権
自
体
を
放
棄
し
た
も
の
と
は
解
さ
れ
な
い
事
情
」
の
存
在
を
主
張
立
証
し
た
場
合
の
解
除
可
能
を
言
う
が
、
そ
れ
ま
で
の
判
例
法
で

は
、
請
求
原
因
と
し
て
の
委
任
者
か
ら
の
解
除
に
対
し
て
、
受
任
者
が
「
受
任
者
の
利
益
の
た
め
に
も
委
任
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
」

で
あ
る
こ
と
を
抗
弁
と
し
て
主
張
立
証
す
れ
ば
、
解
除
不
可
の
法
律
効
果
を
導
出
で
き
た
か
ら
、
そ
の
法
律
効
果
を
原
則
と
し
て
損
害

賠
償
に
制
限
し
、
新
た
に
解
除
可
能
を
根
拠
づ
け
る
事
実
を
委
任
者
側
の
再
抗
弁
と
し
て
の
先
の
解
除
権
不
放
棄
事
情
の
主
張
立
証
に

求
め
た
か
ら
で
あ
る
。

　

法
制
審
議
会
の
審
議
の
過
程
で
事
務
局
は
提
案
や
法
案
が
判
例
法
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
何
度
も
強
調
し
て
い
る
か
ら
、
先
の
事

（
1
）

（阪大法学）69（1-33）　 33 〔2019. 5 〕



論　　　説

情
要
件
は
、
特
約
の
解
釈
の
問
題
と
し
て
明
文
化
は
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
明
文
の
背
後
に
隠
れ
て
い
る
要
件
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

も
っ
と
も
、
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
判
例
の
枠
組
が
な
お
解
除
の
可
否
の
レ
ベ
ル
で
の
も
の
で
あ
り
、
解
除
可
と
さ
れ
た
際
に
同
時

に
損
害
賠
償
義
務
が
課
せ
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
改
正
法
で
は
、
事
情
要
件
が
明
示
に
は
な
い
た
め
、
解
除
の
主
張
に
対
し
て
、
抗
弁

と
し
て
の
受
任
者
の
利
益
主
張
は
、
解
除
そ
れ
自
体
を
阻
止
し
え
ず
、
単
に
損
害
賠
償
義
務
の
法
律
効
果
を
引
き
出
す
位
置
づ
け
と
さ

れ
て
い
る
。

　

も
し
あ
え
て
、
判
例
法
の
改
正
法
へ
の
反
映
を
忠
実
に
た
ど
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
受
任
者
側
か
ら
の
「
受
任
者
の
利
益
」
に
か
か

わ
る
抗
弁
が
二
種
類
あ
り
得
、
法
文
通
り
単
に
損
害
賠
償
義
務
を
負
担
さ
せ
る
法
律
効
果
を
導
く
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
、
も
う
一
つ
は

明
示
黙
示
の
解
除
権
放
棄
も
し
く
は
解
除
不
可
と
解
さ
れ
る
事
情
を
含
む
受
任
者
の
利
益
が
あ
る
と
構
成
す
る
こ
と
で
解
除
不
可
の
法

律
効
果
を
導
く
も
の
に
分
か
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
新
法
の
法
文
が
受
任
者
の
利
益
を
解
除
不
可
で
は
な
く
、
損
害
賠
償
に
直
接
結

び
つ
け
て
い
る
た
め
、
解
除
不
可
の
事
情
を
あ
と
か
ら
分
け
て
考
慮
せ
ざ
る
を
え
ず
、
こ
の
よ
う
に
主
張
立
証
負
担
者
も
主
張
内
容
も

異
な
っ
て
し
ま
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
基
本
方
針
は
、
解
除
権
放
棄
構
成
の
あ
い
ま
い
さ
を
嫌
い
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
影
響
下
に
、
も
っ
ぱ

ら
受
任
者
の
利
益
か
、
受
任
者
の
利
益
を
も
は
か
る
か
で
、
解
除
不
可
の
場
合
と
解
除
可
プ
ラ
ス
損
害
賠
償
義
務
の
場
合
を
振
り
分
け

よ
う
と
し
て
い
た
。

　

第
二
の
変
化
は
、
改
正
法
で
は
、
任
意
解
除
が
損
害
賠
償
義
務
を
生
じ
さ
せ
る
場
合
と
し
て
、
不
利
な
時
期
の
解
除
（
新
六
五
一
条

二
項
一
号
）
に
加
え
、
受
任
者
の
利
益
を
も
目
的
と
す
る
委
任
の
場
合
（
同
条
同
項
二
号
）
が
加
え
ら
れ
た
。
後
者
は
、
ま
さ
に
前
掲

昭
和
五
六
年
判
決
の
明
文
化
と
説
明
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
さ
ら
に
受
任
者
の
利
益
に
は
か
っ
こ
書
き
で
「
専
ら
報
酬
を
得
る
こ
と
に

よ
る
も
の
を
除
く
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
判
例
で
い
え
ば
、
前
掲
昭
和
五
六
年
判
決
の
前
後
で
出
た
二
判
決
（
最
判
三
小
昭
和
四
三
・

九
・
三
集
民
九
二
号
一
六
九
頁
、
最
判
三
小
昭
和
五
八
・
九
・
二
〇
判
時
一
一
〇
〇
号
五
五
頁
、
い
ず
れ
も
民
集
非
登
載
）
を
反
映
さ

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）
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せ
た
も
の
と
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
判
決
に
お
け
る
、「
報
酬
は
受
任
者
の
利
益
に
当
た
ら
な
い
」
と
い
う
叙
述
は
、
あ

く
ま
で
、
受
任
者
の
利
益
が
解
除
不
可
を
導
く
前
提
で
、
報
酬
に
当
た
る
も
の
を
受
任
者
の
利
益
と
主
張
し
て
、
委
任
者
か
ら
の
任
意

解
除
を
阻
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
文
脈
の
上
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
（
二
判
例
の
ル
ー
ツ
と
思
わ
れ
る

フ
ラ
ン
ス
法
判
例
や
旧
民
法
で
も
そ
う
で
あ
る
）。
最
判
昭
五
六
年
判
決
の
二
年
半
以
上
後
に
出
た
最
判
昭
和
五
八
判
決
に
は
最
判
昭

五
六
年
判
決
に
よ
る
従
来
の
判
断
枠
組
の
変
更
の
影
響
が
見
ら
れ
な
い
の
は
若
干
奇
異
で
あ
り
、
小
法
廷
が
異
な
る
こ
と
や
、
最
判
昭

和
五
八
年
判
決
が
民
集
非
登
載
で
あ
る
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
実
は
、
判
例
法
の
上
で
は
、
最
判
昭
和
五
六
年
を
出
し
た
第
二
小
法
廷
の
ラ
イ
ン
と
、
報
酬
を
受
任
者
の
利
益
か
ら
除
く

第
三
小
法
廷
の
ラ
イ
ン
は
、
交
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
点
は
、
前
掲
最
判
三
小
昭
和
五
八
・
九
・
二
〇
の
担

当
調
査
官
と
思
わ
れ
る
塚
原
朋
一
が
、
最
判
二
小
昭
五
六
・
一
・
一
九
が
受
任
者
の
利
益
を
広
く
認
め
る
判
例
を
是
認
し
つ
つ
、
任
意

解
除
の
適
用
領
域
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
し
た
た
め
に
生
じ
た
困
難
を
、
要
件
事
実
論
的
に
容
易
に
理
解
し
え
な
い
「
契
約
解
除
権
を
放

棄
し
た
も
の
と
は
解
さ
れ
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
」
と
い
う
概
念
で
解
決
し
よ
う
と
し
た
点
を
批
判
し
、
理
論
の
簡
明
化
の
た
め
に
受

任
者
の
利
益
を
契
約
解
除
権
の
放
棄
と
結
び
つ
け
て
限
定
解
釈
す
べ
き
だ
と
前
掲
最
判
昭
和
五
八
年
の
解
説
等
で
述
べ
て
い
る
こ
と
か

ら
推
測
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
第
三
小
法
廷
の
ラ
イ
ン
も
、
改
正
法
に
お
け
る
構
造
下
で
は
、
報
酬
に
当
た
る
も
の
を
受
任
者
の
利
益
と
主
張
し
て
も
、

解
除
を
阻
止
す
る
こ
と
は
お
ろ
か
損
害
賠
償
を
課
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
意
味
に
転
換
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
任
意
解
除
に

よ
る
損
害
か
ら
報
酬
は
除
か
れ
る
こ
と
が
判
例
法
理
の
維
持
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
判
例
は
、
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
報
酬
が
受

任
者
の
利
益
と
し
て
解
除
阻
止
の
理
由
と
な
ら
な
い
と
述
べ
た
の
に
と
ど
ま
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
改
正
法
で
は
、
専
ら
報
酬

を
得
る
こ
と
に
よ
る
利
益
は
解
除
に
よ
る
損
害
賠
償
を
基
礎
づ
け
る
受
任
者
の
利
益
に
な
ら
な
い
と
い
う
形
で
第
三
小
法
廷
の
判
例
法

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）

（
13
）

（
14
）
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理
を
転
換
し
て
い
る
。
さ
ら
に
必
ず
し
も
必
然
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
そ
こ
で
の
損
害
賠
償
は
、
報
酬
に
当
た
る
も
の
で
は
あ
り
得
ず
、

対
価
性
を
越
え
た
利
益
の
み
が
問
題
と
さ
れ
、
報
酬
部
分
は
、
改
正
法
の
報
酬
規
定
（
新
六
四
八
条
三
項
二
号
）
で
手
当
て
さ
れ
る
と

説
明
さ
れ
る
。

　

こ
の
点
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
中
間
試
案
の
補
足
説
明
で
は
、
受
任
者
の
利
益
は
報
酬
を
除
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
丸
括
弧
の
追

加
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
本
文
の
損
害
賠
償
の
具
体
的
な
内
容
は
、
委
任
契
約
が
解
除
さ
れ
な
け
れ
ば
受
任

者
が
得
た
と
認
め
ら
れ
る
利
益
か
ら
、
受
任
者
が
債
務
を
免
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
利
益
を
控
除
し
た
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。
委

任
が
有
償
で
あ
る
場
合
に
は
約
定
の
報
酬
を
損
害
と
し
て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、「
受
任
者
の
利
益
」
は
報
酬

だ
け
で
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
超
え
る
部
分
の
賠
償
も
必
要
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
部
会
資
料
72
Ａ
で

は
、「
こ
の
規
律
に
よ
る
損
害
賠
償
の
具
体
的
な
内
容
は
、
委
任
契
約
が
解
除
さ
れ
な
け
れ
ば
受
任
者
が
得
た
と
認
め
ら
れ
る
利
益
か

ら
、
受
任
者
が
債
務
を
免
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
利
益
を
控
除
し
た
も
の
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。」
と
あ
る
。
両
者
を
比
較
す
る

と
、
中
間
試
案
段
階
で
は
、
報
酬
だ
け
で
は
「
受
任
者
の
利
益
」
と
な
ら
な
い
が
、
報
酬
を
超
え
る
利
益
が
あ
れ
ば
、
報
酬
も
含
め
た

利
益
が
「
受
任
者
の
利
益
」
と
な
り
、
合
わ
せ
て
損
害
賠
償
が
で
き
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
読
め
る
。
部
会
資
料
72
Ａ
で
、
こ

れ
に
対
応
す
る
説
明
が
な
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
新
六
四
八
条
三
項
二
号
の
中
途
終
了
に
よ
る
報
酬
請
求
規
定
と
の
整
合
性
が
意
識
さ

れ
、
こ
の
報
酬
規
定
に
任
意
解
除
に
お
け
る
本
来
の
報
酬
部
分
を
ゆ
だ
ね
る
立
場
に
転
換
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。

　

な
お
、
当
事
者
の
一
方
が
任
意
解
除
し
た
場
合
の
割
合
的
報
酬
付
与
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
の
箇
所
で
も
意
識
さ
れ
て
い
る
が
、
前

者
で
は
、
委
任
者
の
任
意
解
除
権
行
使
が
委
任
者
の
帰
責
事
由
に
当
た
る
か
、
当
た
る
と
し
て
も
五
三
六
条
二
項
に
よ
る
救
済
を
与
え

る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
な
ど
の
検
討
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
展
開
が
あ
っ
た
。
部
会
資
料
81
、
82
の
段
階
で
は
柱
書
の｢

相
手
方
の
損
害｣

に
か
っ
こ
書
き
で
（
受

（
15
）

（
16
）

（
17
）

（
18
）
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任
者
が
報
酬
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
を
除
く
。）
と
い
う
限
定
が
付
さ
れ
て
い
た
が
、
部
会
資
料
集
第
3

集
第
6
巻
一
二
三
頁
以
下
に
お
い
て
、
任
期
途
中
の
解
除
で
取
締
役
の
報
酬
が
こ
の
か
っ
こ
書
き
で
排
除
さ
れ
る
こ
と
で
い
い
の
か
と

い
う
質
問
（
中
井
委
員
）
が
あ
り
、
取
締
役
に
つ
い
て
は
別
個
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
（
道
垣
内
幹
事
）。
さ
ら
に

一
七
一
頁
か
ら
一
七
七
頁
に
か
け
て
、
削
除
の
意
見
（
安
永
委
員
、
岡
委
員
）
が
続
い
た
。
同
一
七
三
頁
で
は
、
神
作
幹
事
の
会
社
法

の
規
定
で
得
べ
か
り
し
報
酬
も
そ
こ
で
の
損
害
に
含
ま
れ
る
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
点
は
こ
の
か
っ
こ
書
き
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
な
い

こ
と
の
確
認
に
対
し
て
合
田
関
係
官
は
こ
の
点
を
肯
定
し
、
さ
ら
に
一
七
四
頁
で
は
特
約
違
反
に
よ
る
損
害
賠
償
は
別
の
問
題
だ
と
も

言
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
影
響
で
、
部
会
資
料
83-

2
（
要
綱
仮
案
（
案
））
第
36
の
3
で
は
、
報
酬
も
損
害
に
含
ま
れ
る
場
合
が
あ
り

う
る
と
い
う
指
摘
を
受
け
て
、
か
っ
こ
書
き
に
よ
る
損
害
の
限
定
は
削
除
す
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
二
つ
の
判
例
ラ
イ
ン
は
、
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
意
味
の
変
化
を
こ
う
む
り
つ
つ
、
改
正
法
に
合
体
縫
合
さ
れ
た
と
い

え
よ
う
。
繰
り
返
せ
ば
、
最
判
昭
和
五
六
年
の
第
二
小
法
廷
ラ
イ
ン
は
受
任
者
の
利
益
を
損
害
賠
償
に
結
び
つ
け
る
側
面
に
、
最
判
昭

和
五
八
年
の
第
三
小
法
廷
ラ
イ
ン
は
、
受
任
者
の
利
益
を
限
定
す
る
側
面
に
生
か
さ
れ
た
と
一
応
言
え
る
。
し
か
し
、
前
者
で
は
、
解

除
の
可
否
を
決
め
る
基
準
が
潜
在
化
（
解
除
可
否
の
積
極
的
要
件
か
ら
消
極
的
か
つ
潜
在
的
要
件
へ
の
変
化
）
さ
れ
、
後
者
で
は
、
解

除
の
可
否
決
定
基
準
が
、
損
害
賠
償
の
可
否
決
定
基
準
か
つ
損
害
賠
償
の
範
囲
決
定
基
準
に
換
骨
奪
胎
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
、

受
任
者
の
利
益
を
も
目
的
と
す
る
場
合
の
原
則
的
効
果
と
し
て
の
委
任
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
要
件
効
果
に
生
か
さ
れ
て
い
る
。

　

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
不
放
棄
事
情
要
件
に
対
す
る
消
極
評
価
と
任
意
解
除
の
要
件
効
果
の
簡
明
化
の
要
請
が
合
わ
さ
っ
て
、
損
害
賠

償
効
果
へ
の
表
面
的
形
式
的
一
元
化
に
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
変
容
は
さ
し
あ
た
り
肯
定
的
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

現
時
点
で
な
お
整
と
ん
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
点
を
挙
げ
れ
ば
、
二
点
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

第
一
は
、
前
掲
昭
和
五
六
年
判
決
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
そ
れ
ま
で
の
判
例
法
全
体
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
、
再
構
成
さ
れ
た
か
を

（
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論　　　説

確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。
解
除
権
放
棄
事
情
が
明
文
の
外
に
あ
る
い
は
背
後
に
、
解
除
の
可
否
を
決
め
る
基
準
と
し
て
存
在
し
、
従
来

の
判
例
法
理
を
も
含
め
て
再
構
成
な
い
し
再
編
が
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
従
来
の
判
例
で
解
除
不
可
と
さ
れ
た
二
つ
の

場
合
で
あ
る
、
受
任
者
の
利
益
と
解
除
権
放
棄
は
、
解
除
権
放
棄
事
情
と
い
う
形
で
影
の
要
件
と
し
て
一
元
化
さ
れ
、
明
文
上
は
損
害

賠
償
発
生
の
要
件
と
し
て
受
任
者
の
利
益
が
分
離
さ
れ
て
い
る
。
二
つ
の
解
除
不
可
要
件
が
損
害
賠
償
要
件
と
解
除
不
可
要
件
に
分
属

さ
せ
ら
れ
た
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
お
そ
ら
く
解
除
権
放
棄
事
情
と
は
、
従
来
の
解
除
不
可
要
件
が
そ
の
判
断
は
厳
格
化
さ
れ
つ
つ
も
、

流
れ
込
ん
で
い
る
と
解
せ
よ
う
。
従
来
の
判
例
で
解
除
権
不
可
の
一
例
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
た
取
立
委
任
は
、
現
在
の
判
例
法
理
で

は
常
に
解
除
権
放
棄
の
事
情
と
な
ら
ず
、
個
別
の
解
釈
の
余
地
が
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
も
そ
う
い
う
事
情
を
指
す
。
な
お
、
取
立

委
任
は
受
任
者
の
担
保
権
取
得
の
観
点
で
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
成
功
報
酬
の
側
面
も
あ
る
（
受
任
者
の
利
益
に
よ
る
解
除
不

可
を
初
め
て
打
ち
出
し
た
大
判
大
正
九
・
四
・
二
四
民
録
二
六
輯
五
六
二
頁
は
貸
金
取
立
金
の
一
部
を
報
酬
と
し
た
も
の
で
あ
る
）。

前
掲
最
判
三
小
昭
和
四
三
年
も
不
動
産
物
件
の
売
却
に
対
す
る
成
功
報
酬
の
事
案
で
あ
る
。
成
功
報
酬
の
側
面
か
ら
も
判
例
は
再
検
討

を
迫
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

第
二
は
、
中
間
的
な
論
点
整
理
の
段
階
ま
で
は
検
討
さ
れ
た
、
役
務
提
供
型
契
約
創
設
の
努
力
の
影
響
で
あ
る
。
役
務
提
供
型
契
約

は
、
準
委
任
に
代
わ
る
受
皿
規
定
、
総
則
規
定
と
し
て
検
討
さ
れ
た
が
、
そ
の
過
程
で
、
中
途
終
了
の
場
合
の
報
酬
、
費
用
、
損
害
賠

償
な
ど
の
共
通
規
定
も
検
討
さ
れ
、
そ
の
影
響
は
、
個
々
の
典
型
契
約
の
改
正
規
定
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、

審
議
過
程
で
問
題
と
さ
れ
た
、
各
典
型
契
約
に
お
け
る
、
報
酬
と
損
害
賠
償
の
区
別
基
準
の
問
題
が
あ
る
。
ま
た
、
準
委
任
の
再
編
も

提
案
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
れ
ら
の
現
代
化
の
動
き
が
、
委
任
の
解
除
問
題
に
ど
う
影
響
を
与
え
う
る
か
。
例
え
ば
、
携
帯
電
話
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
接
続

サ
ー
ビ
ス
は
、
た
と
え
委
任
契
約
と
さ
れ
る
場
合
で
も
、
受
任
者
側
が
定
型
的
サ
ー
ビ
ス
を
委
任
者
に
提
供
し
続
け
る
継
続
的
サ
ー
ビ

（
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「委任と解除」雑感

ス
契
約
の
側
面
が
主
体
で
あ
り
、
実
態
は
、
構
想
さ
れ
た
役
務
提
供
型
契
約
が
従
来
型
委
任
の
領
域
に
浸
食
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

財
産
管
理
や
訴
訟
代
理
を
沿
革
的
原
型
と
し
、
委
任
者
に
本
来
帰
属
し
て
い
る
固
有
の
利
害
を
受
任
者
に
委
ね
る
形
態
の
従
来
型
の
委

任
と
は
類
型
的
に
異
な
り
、
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
任
意
解
除
の
要
件
や
効
果
が
異
な
る
べ
き
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
そ
の
よ
う
な
理

念
的
区
別
が
、
事
実
上
の
原
則
的
形
態
と
な
っ
て
い
る
有
償
契
約
の
場
合
に
お
い
て
、
現
在
あ
る
い
は
将
来
ど
の
程
度
相
対
化
さ
れ
る

べ
き
か
は
な
お
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

最
高
裁
判
所
判
例
解
説
三
六
巻
九
号
一
七
八
一
頁
［
淺
生
重
機
］。

部
会
資
料
集
第
2
集
第
11
巻
三
八
頁
（
商
事
法
務
版
の
肩
頁
）
の
鹿
野
委
員
の
発
言
。

事
情
要
件
に
対
す
る
消
極
評
価
が
損
害
賠
償
効
果
へ
の
一
元
化
に
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、D

CFR

（IV
 C-2:211;D

-1:105 
(1) (a)

）
や
近
時
の
フ
ラ
ン
ス
判
例
（Cass. 1

re civ., 2 oct 2001

）
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
は
、
最
判
昭
和
五
六
年
判
決
に
お
い
て
、
受
任
者
の
利
益
に
二
種
類
が
あ
り
得
た
こ
と
と
事
情
は
変
わ
ら
な
い
。
平
田
健
治｢

委
任

の
終
了｣

『
民
事
法
Ⅲ
』
第
二
版
（
二
〇
一
〇
年
）
二
〇
一
─
二
〇
二
頁
参
照
。

『
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
Ⅴ
』（
二
〇
一
〇
年
）
一
二
六
頁
。

期
間
の
定
め
も
通
知
条
項
も
な
い
事
案
の
特
殊
性
も
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。

十
九
世
紀
以
来
の
フ
ラ
ン
ス
判
例
法
の
展
開
は
、
商
事
法
の
領
域
で
立
法
に
結
晶
し
、
や
や
別
の
法
理
と
化
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
。

旧
民
法
は
、
財
産
取
得
編252

条
で
委
任
者
の
解
除
、256
条
で
受
任
者
の
解
除
を
規
定
し
た
。
前
者
は
、
委
任
者
の
み
の
利
益
の
た
め

（dans lʼunique intérêt du m
andant

）
の
場
合
に
は
謝
金
の
合
意
が
あ
っ
て
も
委
任
者
は
任
意
に
解
除
で
き
た
。
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
解
説

（Projet de Code Civil pour lʼem
pire du japon, tom

e troisièm
e, nouvelle édition (1891) p.994.

）
に
よ
れ
ば
、
委
任
者
の
利
益
で
あ

る
と
同
時
に
受
任
者
あ
る
い
は
第
三
者
の
利
益
で
も
あ
る
場
合
が
あ
り
え
（
例
え
ば
、
共
有
や
組
合
の
場
合
）、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
解
除
で

き
な
い
こ
と
を
間
接
的
に
示
し
た
と
す
る
。
謝
金
の
存
在
が
解
除
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
真
の
利
益
と
い
う
よ
り
も
、
労

務
や
費
用
な
ど
へ
の
一
括
補
償
的
な
も
の
で
あ
り
、
履
行
中
途
で
の
解
除
で
あ
れ
ば
、
こ
の
補
償
な
い
し
報
酬
は
履
行
割
合
で
与
え
ら
れ
る
と
す
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論　　　説

る
。
旧
民
法
の
委
任
法
全
般
に
つ
い
て
は
、
丸
山
絵
美
子
『
中
途
解
除
と
契
約
の
内
容
規
制
』（
二
〇
一
五
年
）
一
九
三
頁
以
下
が
詳
し
い
。

岡
孝｢

民
法
六
五
一
条
（
委
任
の
解
除
）｣

広
中
・
星
野
編
『
民
法
典
の
百
年
Ⅲ
』（
一
九
九
八
年
）
四
五
四
頁
も
同
様
の
戸
惑
い
を
述
べ
る
。

季
刊
実
務
民
事
法
六
号
一
九
一
頁
。

解
除
権
不
放
棄
事
情
と
で
も
い
う
べ
き
消
極
的
事
実
の
立
証
を
委
任
者
に
求
め
る
こ
と
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。

最
判
三
小
昭
和
五
八
・
九
・
二
〇
を
紹
介
す
る
判
時
一
一
〇
〇
号
五
六
頁
の
無
署
名
囲
み
解
説
も
同
旨
。

受
任
者
の
利
益
と
解
除
権
放
棄
を
並
存
す
る
二
つ
の
解
除
不
可
の
要
件
と
し
て
扱
っ
て
き
た
従
来
の
判
例
を
維
持
し
つ
つ
、
そ
の
レ
ベ
ル
を

報
酬
を
排
除
す
る
こ
と
で
高
く
す
る
意
図
が
あ
る
。

部
会
資
料
集
第
3
集
第
6
巻
一
七
二
頁
で
の
合
田
関
係
官
の
説
明
。

商
事
法
務
版
四
九
七
頁
。
こ
れ
に
先
立
つ
部
会
資
料
46
の
七
八
頁
も
同
様
。

商
事
法
務
版
第
3
集
第
4
巻
三
六
九
頁
。

中
間
試
案
補
足
説
明
四
九
四
頁
、
部
会
資
料
72
Ａ
三
六
五
頁
。

四
九
六
頁
。

中
田
裕
康
『
契
約
法
』（
二
〇
一
七
年
）
五
三
五
頁
は
、
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
説
明
し
た
上
で
、
特
約
や
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
は
別
と

し
て
、
報
酬
は
原
則
と
し
て
こ
こ
で
の
損
害
に
含
ま
れ
な
い
と
す
る
。
潮
見
佳
男
『
債
権
各
論
Ⅰ
』（
二
〇
一
七
年
）
二
七
〇
頁
は
、
こ
の
よ
う

な
報
酬
を
損
害
か
ら
除
く
案
が
削
除
さ
れ
た
経
緯
を
、
逆
に
得
べ
か
り
し
報
酬
を
損
害
に
一
般
的
に
含
め
る
主
張
の
根
拠
と
す
る
よ
う
で
あ
る
。

筒
井
・
村
松
『
一
問
一
答　

民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
』（
二
〇
一
八
年
）
三
五
四
頁
で
は
、
最
判
昭
五
六
・
一
・
一
九
と
最
判
昭
四
三
・

九
・
三
を
引
き
つ
つ
、「
こ
れ
ら
の
判
例
を
踏
ま
え
」
立
法
さ
れ
た
と
す
る
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
、
受
任
者
側
が
解
除
を
阻
止
す
る
積
極
的
事
実
を
主
張
立
証
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

部
会
資
料
集
第
3
集
第
6
巻
一
七
二
頁
で
の
合
田
関
係
官
の
説
明
。

部
会
資
料
17-

2
・
六
五
頁
。

部
会
資
料
集
第
2
集
第
8
巻
一
六
二
頁
の
潮
見
幹
事
発
言
。

丸
山
・
前
掲
書
二
六
九
頁
の
第
2
類
型
。

丸
山
・
前
掲
書
二
七
一
頁
の
第
3
類
型
。

（
9
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）

（
13
）

（
14
）

（
15
）

（
16
）

（
17
）

（
18
）

（
19
）

（
20
）

（
21
）

（
22
）

（
23
）

（
24
）

（
25
）

（
26
）

（阪大法学）69（1-40）　 40 〔2019. 5 〕


